
京都大学大学院経済学研究科・経済学部図書室利用規則施行細則 

                      

平成１６年 １月 ７日制定 

平成１７年 ３月２２日改正 

平成１８年 ９月１４日改正 

平成２０年１０月 ９日改正 

平成２１年 ３月１２日改正 

平成２２年 １月 ５日改正 

 

 

第１条  一般図書の内、法・経共通戦前洋書の内、分類Ｂおよび旧分類ＣI は

経済学部において保管する。（分類Ａ・Ｃおよび戦前外国雑誌は法学部におい

て保管する。） 

 

第２条  規則第 6 条一般図書の閲覧について、掛員により一度に出納される書

庫内図書の冊数は５冊とする。 

 

第３条 博士・修士・卒業論文・２００４年１１月以前に刊行された京都大学経

済学研究科のワーキングペーパーについては、貴重図書に準ずることとする。  

 

第４条  規則第８条第２項の貸出期間について、返却期限日が本学で定められ

た夏季休業中にあたる場合には、休業期間終了後１週間まで返却期限を猶予

する。 

 

第５条 規則第９条複写のため一時的に閲覧室外へ一度に持ち出すことので

きる図書の冊数は５冊とする。 

 

第６条  規則第１１条貸出中の図書の予約について、利用希望者に返却済の旨

連絡後、１０日間カウンターにおいて保存するが、期間内に受取りのない場

合には、権利を放棄したものと見なす。 

２ 利用希望者が複数の場合は、先の申込者を優先する。 

 

第７条 規則第１３条にかかわらず法経東館地下２階書庫に入り検索できる利

用者は、次のとおりとする。 

（１）経済学研究科・経済学部、経営管理大学院に属する教職員（公共政策大



学院との兼任教員を含む） 

（２）経済学研究科・経済学部、経営管理大学院に属する大学院学生・研修員 

（３）その他、特に図書主任の許可を得た者 

 

第８条 規則第１３条の書庫検索時間については、次のとおりとする。 

（法経北館書庫） 

平 日  ９時から１９時４５分まで 

土曜日 １３時から１６時４５分まで 

（法経東館書庫） 

平 日 ９時から１６時４５分まで 

２ 書庫内検索者は所定の手続をとらなければならない。 

 

第９条 図書の複写を希望する者は、図書主任の許可を得なければならない。 

  

第１０条 平日の１７時から２０時まで及び土曜日の１３時から１７時までの

利用については、次のとおりとする。 

・規則第１３条および施行細則第７条により庫内検索ができる利用者 

図書の閲覧・貸出・返却、目録検索、書庫内図書利用 

但し、書庫内利用時間は、施行細則第８条による。 

・その他の利用者 

図書の閲覧・貸出・返却、目録検索 

 

  附 則 

 この細則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この細則は、平成１７年３月２２日から施行し、平成１６年４月１日から適

用する。 

   附 則 

 この細則は、平成１８年９月１４日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成２０年１０月９日から施行し、平成２０年４月１日から適

用する。  

   附 則 

 この細則は、平成２１年４月１日から施行する。 
   附 則 

 この細則は、平成２２年４月１日から施行する。 


